
伊丹くじら小規模保育園  重要事項説明書（特定地域型保育事業用） 

 

1.施設運営主体 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人くじら 

代 表 者 氏 名 理事長 田﨑 耕太郎 

法 人 の 所 在 地 長崎県大村市富の原１丁目１１１３番地１ 

法 人 の 電 話 番 号 ０９５７－５５－０５５８ 

 

2.利用施設 

施 設 の 種 類 小規模保育事業A型 

施 設 の 名 称 伊丹くじら小規模保育園 

所 在 地 伊丹市南本町１丁目１番１２号 セントラル第２伊丹１F 

電 話 番 号 ０７２－７８２－９４１０  ０７２－７８２－９４２０（ＦＡＸ） 

管 理 者 名 施設長 野村 綾 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

0歳児   ６名  

1歳児   ６名  

2歳児   ７名  

自 己 評 価 の 概 要 職員による保育内容等の自己評価を定期的に実施しています。 

第 三 者 評 価 の 概 要  

職員への研修の実施状況 内部研修年１０回、外部研修年１５回 

認 可 年 月 日 平成28年4月 1日 

事 業 所 番 号 6310005007375 

 

3.施設の目的・運営方針 

事 業 の 目 的 保育の必要な乳児および幼児の受け入れ、保育事業 

理 念 「おもしろいことなんでもくじら級」 

 

4.職員体制   

 職務の内容 常勤 非常勤 

施設長 園務をつかさどり、所属職員を監督 １人  

保育士 家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程 

を踏まえ、養護および教育を一体的に行う 

５人 ３人 

＊「伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」遵守し、保育の実施に 

必要な職員を配置しています。 

＊職員体制は保育児童の状況により変動する可能性があります。 

 

5.保育を提供する日 

開 園 日 月曜日から土曜日 

開 園 時 間 午前7時から午後7時（延長保育時間 午後 6時から午後7時） 

休 園 日 日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日 

そ の 他 土曜保育 午前7時から午後6時（延長保育なし） 

＊警報発令時の対応について 

・緊急避難場所：有岡小学校 

・停電等でライフラインがストップした場合、保護者に連絡をしてお迎えにきていただきます。 

＊感染症流行時の対応について 

・医療機関や行政機関と連携をとり、感染症に関連する情報を職員で共有するとともに、保護者にも 

注意喚起を図ります。園内での感染症が発生した場合は掲示し、全職員と保護者が確認できる状況を 

整えます。 



 

 

 

6.提供する保育等の内容 

保育所保育指針（平成29年3月31日厚労告117）を踏まえ保育の提供を行います。 

①教育・保育の提供 

 遊びや絵本の読み聞かせなどをとおして、頭（知育）や体（体育）を使って学べる環境づくりを 

行います。 

②子育て支援について 

 保育士や専門家と気軽に話ができる機会をつくります。 

③一時保育について（要予約制） 

 一時保育の要望があった場合、施設の定員が満たない場合のみ通常保育と同じ部屋で保育を行い 

ます。 保育時間：午前９時から午後５時  利用料金：2,500円/日（別途給食代330円） 

 

7.利用料金 

①特定教育・保育に係る利用者負担（伊丹市が定める保育料） 

②保育の提供に要する教材費の実費に係る利用者負担金 

③延長保育料（伊丹市が定める延長保育料） 

      

8.利用の開始について 

支給認定を受けた保護者が重要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。 

 

9.利用の終了について 

①利用乳幼児が満3歳を迎える年度の3月31日まで 

②児童の保護者が児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

③その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

10．連携施設 

連携施設の種類 保育園 

連携保育所名 伊丹くじら保育園 

連携施設住所 伊丹市清水2丁目3番28号 

連携内容の概要 合同保育、園庭利用、給食搬入、土曜日保育、行事参加、後方支援など 

  

連携施設の種類 保育園 

連携保育所名 梅ノ木くじら保育園 

連携施設住所 伊丹市梅ノ木 4丁目 6番8号 

連携内容の概要 合同保育、園庭利用、給食搬入、土曜日保育、行事参加、後方支援など 

 

 

11.賠償責任保険の加入 

当園では以下の保険に加入しています。 

保険会社 損保ジャパン日本興亜 

保険の種類 賠償責任保険 

上記のほか、保育中の園児の負傷、疾病、傷害等に対して医療費、障害見舞金などに対応できる日本スポーツ振興

センターの災害共済級金制度に加入しております。 

 

 

 

 

 



 

 

12．保育内容に関する相談・要望・苦情 

受理担当者 坪倉 愛  受理責任者  野村 綾 

利用時間 午前9時～午後5時 

連絡先 電話 072-782-9410 

FAX  072-782-9420 

第三者委員 下元 高文 

 

電話06-6131-0288  

役職・肩書き等 弁護士 

受付方法 面接・電話・文書等の方法で相談・苦情を受け付けます。 

 

 

 

苦情受付窓口 

      利用者（保護者） 

 

 

苦情受付担当者（坪倉） 

 

 

苦情受付責任者（野村） 

 

 

第三者委員（下元） 
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